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松阪市では、平成２７年６月に「松阪市安全・安心施策推進協議会」を設立し、安全で安心

なまちづくりを進め、地域や行政などが共通の認識を持って課題に取り組む指針として、平

成２８年３月に「松阪市安全で安心なまちづくりの推進に関する行動計画（第一期）」を策定

しました。 

平成３１年３月には、第一期の取組内容を精査し、加筆修正を行った上で、「松阪市安全で

安心なまちづくりの推進に関する行動計画（第二期）」を策定。第一期と同様に交通安全対策、

防犯対策、自死対策、高齢者の安全対策、こどもの安全対策、災害対策の６分野において、現

状と課題を認識しつつ基本的な目標を設定しながら、行動計画の指標を設定して、具体的な

行動に基づいて取組を進めてきました。 

第二期行動計画を策定した３年後、情報化や高齢化などの社会情勢が複雑化する中で、自

死対策、高齢者の安全対策、こどもの安全対策、災害対策の４分野については、各担当部署に

おいて多種多様の計画が既に立案され、様々な取組が行われていることもあり、「松阪市安全

で安心なまちづくりの推進に関する行動計画（第三期）」につきましては、取組テーマを「交

通安全対策」、「防犯対策」の２つにしぼり、交通安全対策分科会、防犯対策分科会において協

議し策定しました。 

第三期行動計画の内容を、松阪市安全・安心施策推進協議会にて精査し、現在の社会情勢

に合わせた内容で改訂したものが、今回の「松阪市安全で安心なまちづくりの推進に関する

行動計画（第四期）」となります。 

 

 

 

 

 

 

 

１－１ 行動計画（第四期）の策定 

第1章  はじめに 
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安全で安心なまちづくりの観点から、事故などの予防施策や課題解決のため、地域と協

働しながら本市として取り組む具体的施策を計画すること、そして自主的な地域活動へ

の積極的な支援、そのほか様々な環境整備をするなど、安全で安心に暮らせるまちづくり

を推進していくことを目的とします。 

 

 

本計画の名称は「松阪市安全で安心なまちづくりの推進に関する行動計画（第四期）」

とします。 

 

 

安全で安心なまちづくりを推進するため、以下の２つの分野に取り組みます。 

取 組 分 野 

① 交通安全対策 ② 防犯対策 

 

 

本計画は、『松阪市市民生活安全・安心防犯条例』に基づいた、安全で安心なまちづく

りを推進するための計画です。 

また、本市の「松阪市総合計画～和で結び みんなで築く 松阪市～」（※１）を上位計

画として、それぞれの分野の課題をさらに詳細にピックアップして取り上げ、課題に対

する行動計画の指標や具体的な行動を示したものです。 

 

 

計画期間は、令和７年度から令和９年度までの３年間とします。 

なお、計画の進捗状況や社会情勢の変化に応じて見直しを行い、より効果的かつ効率的

に行動計画の展開に努めます。 

 

２－１ 計画の目的 

第２章  計画の基本的な考え方 

２－２ 計画の名称 

２－３ 計画の取り組む分野

２－4 計画の位置づけ 

２－５ 計 画 期 間 
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（１）松阪市安全・安心施策推進協議会 

本市の安全で安心なまちづくりに関する取組を総合的に推進する体制として、地域

（住民自治協議会や自治会）、市、警察署などの団体で構成される「松阪市安全・安心

施策推進協議会」により、計画の推進を図ります。 

（２）分科会 

分野別の取組を関係団体や関係機関が推進していくため、本協議会内に２つの分科会

を構成して、情報共有を図るとともに、分野別の取組を推進していきます。 

 

 

【組織のイメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章  計画の推進体制・構成 

３－１ 推 進 体 制 
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（１）基本的な目標 

松阪市総合計画の市民と共有する安全で安心なまちづくりへの基本的な目標を記載

しています。 

（２）現状と課題 

各分野における本市を取り巻く現状と課題を掲載しています。 

（３）取組課題 

内容の類似するものを整理、優先順位、実現の是非などについて協議を行い、各分野

における取組課題を選定しました。 

（４）行動計画の指標 

令和７年度以降３か年の行動計画を評価するため、令和９年度における目標を設定

し、同年度までには目標に到達するために計画を推進します。 

（５）具体的な行動 

安全で安心なまちづくりを実現することを目的として、市や関係機関・団体、地域

が推進すべき具体的な取組について、主な取組・概要・推進主体を掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－２ 計画の構成 
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「交通事故死者数ゼロのまち」 

 

 
 
 
 

 
 ※令和６年の交通事故の詳細は未発表なので、 

令和５年のデータを使用しています 

（１）現 状 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章  交通安全対策 

４－２ 現状と課題 

交通ルール遵守と交通マナー向上による交通事故が少ないまちづくり 

交通事故から市民の生命、身体及び財産を守るため、交通安全意識の高揚や交通ル

ールの遵守、交通マナーの向上に取り組み、交通死亡事故ゼロ及び交通事故負傷者数

の減少を目指します。 

４－１ 基本的な目標 

① 過去５年間の交通事故死者数・全国人口 10 万人以上都市中のワ－スト順位 

（約２６０都市、死者数を１０万人あたりに換算）の推移 (令和元年～５年) 

○ 交通事故死者数は減少傾向であるものの、令和元年から令和５年までの５年間

でワースト１０位以内が３回あり、厳しい状況となっています。 

【図表１(次頁掲載)参照】 

② 松阪市内における交通死亡事故の特徴（過去５年） 

○ シートベルト非着用者が６割を占める 

 ・交通事故死者数４３人のうち、自動車乗車中の交通事故死者数は１５人 

  そのうち、シートベルト非着用者は９人（構成率６０．０％） 

 ○ 高齢者が約７割を占める 

  ・交通事故死者数４３人のうち、高齢者は２９人（構成率６７．４％） 

   （※７５歳以上は２０人・構成比４６．５％） 

  ・高齢者の状態別内訳は、 

四輪乗車中  ９人（構成率３１．０％） 

     二輪乗車中  ３人（構成率１０．３％） 

     自転車乗車中 ２人（構成率 ６．９％） 

     歩行中   １５人（構成率５１．７％） 【図表２(次頁掲載)参照】 
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【図表１】 

 
 

区分 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

死者数（人） １５ １２ ４ ８ ４ 

ワースト順位（位） １ ２ ６８ ４ ８３ 

 
【図表２】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【図表２】 
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 令和５年中 松阪市交通死亡事故概要 

 発生月 事故形態 当事者（死亡） 

① ２月 軽四貨物車 × 歩行者 歩行者：８８歳 

② ５月 軽四乗用車 × 歩行者 歩行者：６８歳 

③ ５月 ミニカーの自損事故 三輪乗用車：１８歳 

④ １２月 普通乗用車 × 歩行者(ｼﾆｱｶｰ) 歩行者：８３歳 

 ※赤字は、交通弱者及び高齢者 

 

高齢者の死亡者数と状態                   （単位：人） 

状  態 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 合 計 

四輪乗車中 ３  ２  １  ３  ０  ９  

二輪乗車中 １  １  １  ０  ０  ３  

自転車乗車中 ０  １  １  ０  ０  ２  

歩行中 ４  ３  １  ４  ３  １５  

合 計 ８  ７  ４  ７  ３  ２９  

○ 交通弱者（歩行中・自転車乗車中）が約６割 

・交通事故死者数２９人のうち、交通弱者は１７人（構成率５８．６％） 

・その中で、歩行中の交通事故死者数は１５人（構成率５１．７％） 

③ 松阪市内における交通事故（人身事故）の特徴（過去５年） 

 ○ 人身事故件数、死傷者数 

  ・人身事故件数：１，１９４件   死傷者数：１，４９７人 

 

区分 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 合計 

人身事故 

件数 
２８１ ２１８ ２０４ ２４３ ２４８ １，１９４ 

死傷者数 ３３４ ２８３ ２６２ ３０１ ３１７ １，４９７ 
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〇時間帯別 人身事故件数 

・８～１０時、１６～１８時に発生が多い  
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（２）課 題 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 地域の状況に応じた交通安全対策 

② 交通ルールの遵守と交通マナーの向上 

③ 高齢者の交通事故対策 

４－３ 『市⺠意識調査』結果（抜粋） 

 〇 市民意識調査（※２）の結果、交通安全対策は、市民が優先して求めている「最重

要項目」の１つとなります。市民満足度を上げる必要があります。 

 〇 「松阪市の良くないところ」として、「交通マナーが悪い」（注１）と市民は感じ

ています。                         【図表３ 参照】 

【図表３】 
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注１ 「交通マナーが悪い」が 29.4％で良くない項目で２番目に高い状況です。 

【図表４ 参照】 

 

【図表４】 
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目標設定指標 基準値（令和５年度） 目標値（令和９年度） 

交通安全対策の市民満足度 ２．７３ ／ ５ ２．８５ ／ ５ 

交通安全教室参加者数 １２，６１２人 １９，０００人 

高齢ドライバードラレコ 

運転診断受講者数 
４９名 ６０名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－４ 取組課題 

（１）地域の状況に応じた交通安全対策が必要です。 

   ～地域からの要望や松阪市通学路交通安全プログラムによる交通安全対

策の推進、地域と協力した交通安全対策の推進 

 

（２）交通ルールの遵守と交通マナーの向上を図るため更なる取組が必要です。 

   ～交通安全教育の推進、交通安全講習の実施 

 

（３）高齢者の交通事故対策が必要です。 

   ～高齢者への交通安全研修等の実施、夜光反射材の配布 

４－５ 行動計画の指標 
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（１）地域の状況に応じた交通安全対策の推進 

① 主な取組 

○ 交通街頭指導を行いドライバー、自転車利用者、歩行者の交通事故防止を図

ります。 

○ 地域からの要望や意見を集約し、住民自治協議会などの関係機関と連携、協

働しながら交通安全対策を行います。 

○ 松阪市交通安全サポート事業所（※３）の登録事業を推進します。 

② 概 要  

   松阪市、松阪市交通指導員（※４）、地域、学校、警察、交通安全協会、交

通安全関係機関などと連携、協働して地域に応じた早朝街頭指導等を行い、

ドライバー、自転車利用者、歩行者の交通事故防止を図ります。特にこども

の交通事故防止を徹底します。 

   地域等からの交通安全の要望や松阪市通学路交通安全プログラムを通して

地域の状況に応じた交通安全対策を松阪市、地域、学校、警察、関係機関等と

連携しながら行います。 

   松阪市交通安全サポート事業所の登録事業所数の増加を図り、登録事業所

に交通安全研修や連携しての交通安全対策の実施を提案し、企業全体で交通

安全に取り組むことで従業員及びその家族、地域住民の交通安全意識を高め、

交通事故の減少を図ります。 

③ 推進主体 

松阪市・地域（住民自治協議会、自治会等)・学校・松阪警察署・ 

交通安全協会・交通安全関係機関・事業所 

 

 

 

 

 

 

４－６ 具体的な⾏動 
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（２）交通ルールの遵守と交通マナーの向上 

① 主な取組 

○ 交通安全教育指導員「とまとーず」による交通安全教室を実施します。 

○ 地域、学校等と連携してドライバー・自転車利用者・歩行者の交通ル 

ール遵守と交通マナー向上に取り組みます。 

 

② 概 要 

   交通事故を減少させるためには、年齢層に応じた交通安全教室の開催、

警察や交通安全協会などの関係機関と連携した広報啓発活動、地域に密

着した交通安全対策を継続して実施する必要があると考えます。そのた

め、学校や地域等で行う交通安全教室への参加者の増加を図り、「横断歩

道ハンドサインキャンペーン」（※５）や「まもってくれてありがとう運

動」（※６）の周知を行い、ドライバー、自転車利用者、歩行者の交通

ルール遵守と交通マナーの向上に取り組みます。また、近い未来に車の

ドライバーとなるこども世代に対して、交通安全教室等で交通ルールや

マナーの大切さ、交通安全は思いやりの心を持つ必要性があることなど

を伝え、長期的な視野で松阪市の将来の交通安全に繋がっていくように

します。 

   交通安全教室の開催、交通安全イベント等への参加、交通安全に関す

るチラシの配布など地域、学校、警察、交通安全協会等と連携していく

ことにより、ドライバー・自転車利用者・歩行者の交通ルール遵守と交

通マナー向上に取り組みます。 

 

③ 推進主体 

   松阪市・松阪多気地区交通安全対策会議・地域(住民自治協議会や 

自治会等)・学校・松阪警察署・交通安全協会・交通安全関係機関・ 

事業所 
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※交通安全教育指導員「とまとーず」による交通安全教室について 

設置目的：松阪多気地区住民に密着した交通安全教育を推進し、一人ひとりへの交通安

全意識の浸透を図り、「交通事故を起こさない、交通事故に遭わない」まちづ

くりに寄与することを目的とする。 

関連法令等 

・松阪多気地区交通安全対策会議交通安全教育指導員設置要綱 

・松阪多気地区交通安全対策会議交通安全教育指導員実施要領 

 

交通安全教室の実施状況（松阪市、多気町、明和町の松阪多気地区） 

・平成１８年９月スタート 令和４年７月５日に５，０００回を達成 

・令和５年度末までに、延べ３８７，５１１人に交通安全教室を実施 

・令和５年度の実績（松阪市のみ） 

対 象 回 数 対象人数（延べ人数） 

保育園 ７１回 ３，５８２人 

幼稚園 ３７回 １，５０２人 

こども園 １６回    ６９９人 

小学校 ６５回 ４，３１０人 

中学校 １５回 １，９００人 

高齢者 ２１回    ５０４人 

一般その他   ８回    １１５人 

合計 ２３３回 １２，６１２人 

 



15 
 

（３）高齢者の交通事故抑止対策 

① 主な取組 

○ 高齢ドライバーの運転操作の見直しができる事業を実施します。 

○ 高齢者の夜光反射材着用推進を図ります。 

 

② 概 要  

高齢ドライバーを対象にした研修等を行います。 

特に、７５歳以上のドライバーを対象に高齢ドライバードラレコ運転診断（※７）

を行います。ドライブレコーダーを装備した教習車を運転してもらい、自動車教習所

の教習指導員から運転のアドバイスを受けながら、その記録映像を確認することで

自身の運転操作を見直していただきます。また、免許返納の時期を考える機会として

いただきます。 

交通安全教室やイベントで夜光反射材を配布するとともに、夜光反射材の効果に

ついて説明することで着用していただくように図り、交通事故防止に繋げます。 

 

③ 推進主体 

   松阪市・松阪警察署・交通安全協会・地域（住民自治協議会、自治会等)・ 

交通安全関係機関・事業所 
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「犯罪・ 悪質商法による被害者ゼロのまち」 
 

 

 

 

（１）現 状 

① 犯罪認知件数は、三重県内、松阪市内ともに平成１４年をピークに減少していまし

たが、三重県では令和４年に、松阪市では令和５年に増加に転じ、その後も増加の傾

向にあります。 

【図表２】松阪市の犯罪認知件数の推移(令和元年～令和６年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域コミュニティ力を高め、安心して暮らせるまちづくり 
地域、事業者、警察などの関係機関・団体との協働及び連携を強化するとともに、

自分たちの地域は自分たちで守るという意識のもと、「犯罪のない」「犯罪被害に遭

わない」「暴力のない」安全で安心な明るい地域社会の実現を目指します。 

第５章  防犯対策 

５－１ 基本的な目標 

５－２ 現状と課題 
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② 不審者事案は、市内において随時発生しており、特に女性やこどもが狙われる傾向

が強く感じられます。 

③ 特殊詐欺（※８）については、近年１件あたりの被害額が大きくなる傾向にあり、

社会情勢の変化等に応じて手口の巧妙化・多様化が進んでいます。また近年では、

【ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺】の被害が拡大し続けていて、様々な手法で注意喚起

をしていますが、なかなか減少していきません。 

【図表３】松阪市の特殊詐欺発生件数及び被害額(令和元年～令和６年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 4】松阪市の６５歳以上の特殊詐欺発生件数及び被害額(令和元年～令和６年) 

 

 

 

 

【図表５】松阪市内で発生した特殊詐欺の被害内容と被害額（令和元年～令和６年） 
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【図表６】松阪市内で発生したＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の被害内容と被害額 

 

 

 

 

 

④ 松阪市内の犯罪認知件数が令和５年から増加に転じ、また重大・凶悪な事件につい

ても発生しています。近年では知能犯・風俗犯が増加しており、年齢に関係なく社会

的な不安を与えている状況にあります。 

⑤ 児童生徒のスマートフォン・パソコン・タブレットの利用拡大に伴い、ＳＮＳ上で

のトラブルやいじめが課題となっています。 

⑥ 犯罪被害者が抱える問題や負担軽減を図るため、平成３０年９月から地域安全対策

課窓口に、「犯罪被害者支援窓口」を設置し、平成３１年４月１日から、「松阪市犯罪

被害者等支援要綱」、「松阪市犯罪被害者等日常生活支援事業実施要綱」に基づいた支

援体制を開始しています。令和５年度からは、家事補助、一時保育、住居の転居及び

家賃の費用補助について支援を拡充し、制度の充実を図っています。 

 

 

（２）課 題 

① 松阪市内の犯罪認知件数は、平成１４年以降減少傾向にあったものの、令和５年に

増加に転じ、特に窃盗犯や知能犯といった犯罪が増えています。 

② 令和６年の「市民意識調査」では、防犯に対する重要度は非常に高いですが、満足度

は高くありません。市民にとって、もっと安心できるような防犯体制が必要であると

考えます。 

【図表７】「令和６年松阪市市民意識調査」より『防犯対策』を抜粋 
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③ 振り込め詐欺をはじめとした特殊詐欺の被害については、６５歳以上の高齢者が依

然として多い状況です。しかし、詐欺の手口が巧妙化・多様化していることもあり、年

齢に関係なく被害が拡大しています。また、【ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺】（※９）の

被害が、注意喚起をしているにもかかわらず増加の一途をたどっています。 

④ 通学路等において、不審者事案が発生しています。見守り活動や防犯パトロールの

実施が必要です。 

⑤ 自主防犯パトロール団体（※１０）の登録数が伸び悩んでいます。青色回転灯防犯

パトロール団体（※１１）などを中心に、自主防犯活動に積極的に取り組んでいます

が、近年、団体数及び実施者数については減少しています。 

⑥ ＳＮＳやメール等による小中学生の誹謗中傷等の被害は、今後も増加する可能性が

あるため、情報モラルの教育等、更に啓発を図っていく必要があります。 

⑦  犯罪被害者等が抱える問題や負担軽減を図るため、犯罪被害者支援窓口を開設、「松

阪市犯罪被害者等支援要綱」「松阪市犯罪被害者等日常生活支援事業実施要綱」を制定

し、支援体制を整えました。令和５年度からは、家事補助、一時保育、住居の転居及び

家賃の費用補助について拡充し、制度の充実を図りました。犯罪被害者に寄り添った支

援を実施していきます。 

 

 

 

（１）地域で、こどもだけではなく女性や高齢者等も含めて見守っていく体制が必要で

す。また、地域住民とこどもの保護者が交流できる環境を作ることが望まれます。 

（２）住民自治協議会や自治会、自主防犯パトロールなどの団体が中心となって、安全

で安心に暮らすことができる地域づくりを更に推進していくことが必要です。 

（３）企業や店舗に、見守り活動への協力を積極的に働きかけていくことが望まれます。 

（４）必要な場所に、防犯カメラや防犯灯を増設することが望まれます。 

（５）振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺被害に歯止めをかけるために、松阪市特殊

詐欺等被害防止機器購入補助金制度を周知するとともに、特殊詐欺被害の防止の啓

発について引き続き実施していくことが必要です。 

（６）ＳＮＳ上でのトラブルを回避するため、家庭や保護者に加えて、児童生徒への直

接的な啓発や注意喚起が必要です。 

（７）「犯罪被害者支援窓口」、「松阪市犯罪被害者等日常生活支援事業」の制度の更なる

周知や、「みえ犯罪被害者総合支援センター」での活動内容、相談内容のＰＲを行う

必要があります。 

 

５－３ 取 組 課 題 
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（１）市の制度を活用した犯罪抑制 

① 主な取組 

○ 松阪市防犯カメラ設置補助金により、自治会の防犯カメラ設置を支援しま 

す。 

○ 松阪市特殊詐欺等被害防止機器購入補助金制度を活用し、特殊詐欺等の被害 

防止を図ります。 

 

② 概  要 

全国的に防犯カメラの映像が事件解決のきっかけになるなど、クローズアップされ

る機会が多くなってきており、犯罪の予防や証拠映像の撮影、設置された地域の不安

軽減など、防犯カメラへの有効性や需要も高まっています。 

松阪市では、平成３０年度より「松阪市防犯カメラ設置補助金」制度を制定しまし

た。 

併せて「松阪市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱」、「松阪市防犯カメラ設置

補助金交付要綱」を制定し、市内の自治会に対して制度の案内を行い、設置の補助を

実施しています。松阪警察署・松阪市・地域等と協力し、適正な防犯カメラの運用を

推進していきます。また、公園など過去に器物損壊被害があった市の施設についても、

防犯カメラの導入推進を図っていきます。 

特殊詐欺による被害は依然として発生し続けています。そのため、令和３年度から

「松阪市特殊詐欺等被害防止機器購入補助金」制度を制定し、自動録音機能装置の防

５－４ ⾏動計画の指標 

５－５ 具体的な⾏動 
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犯機能がある電話機器等の購入費用の一部補助を行っています。 

また、松阪警察署においても電話機に付ける形となる「自動通話録音警告機」の貸

出を行っています。 

 

③ 推進主体 

市（地域安全対策課）・松阪警察署・地域(住民自治協議会や自治会等)・事業所 

 

 

（２）地域と連携した防犯対策の推進 

① 主な取組 

○ 防犯パトロール活動を活発にするため、自主防犯パトロール団体を積極的に支援し

団体数の増加を図ります。 

○ 地域とともに「子どもを守る家（※１２）」の軒数を増やし、防犯対策の強化を図

ります。 

○ 防犯灯、街灯の設置について、地域や道路管理者などの協力のもと、夜間でも明る

いまちづくりを推進します。 

○ 「地域ふれあいタウンウォッチング（※１３）」を小学校や地域で開催し、防犯だ

けでなく交通安全や防災について、こどもが自ら考え、気づきや学ぶ場とします。こ

どもと保護者、地域住民、教職員、行政が一緒になって、学校周辺の危険箇所や安全

な箇所などについて考え、今後の地域づくりのきっかけをつくることを目的としま

す。 

○ 教育委員会では、出前講座や講演などを行い、ＳＮＳ上のトラブルやネットモラル

の啓発に取り組み、ＳＮＳの利用やインターネットの利用などの啓発リーフレットの

配布を行っています。また、タブレットの使用方法などについて、各校において児童

生徒に指導しています。地域安全対策課は、教育委員会と連携し、情報共有と情報発

信を行っていきます。 

 

② 概  要 

○ 松阪市の刑法犯認知件数は、平成１４年をピークに減少傾向にありましたが、令和

５年に増加に転じました。令和６年における刑法犯認知件数はさらに増加し 939 件と

なっています。近年では窃盗犯、知能犯、風俗犯などが増加しており、また、犯罪被

害者に対する誹謗中傷などは減少傾向にあるものの、その印象は変わっていません。 

○ 夜光反射材付ベストなどを着用した地域防犯パトロール活動において、更なる充実
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を図り、犯罪抑止を推進します。住民自治協議会、松阪地区生活安全協会など関係団

体との連携を強化し、地域防犯活動の規模拡大を推進します。 

○ 自主防犯パトロール活動を積極的に支援し、犯罪抑止を推進していきます。青色防

犯パトロールを新規に設立する団体には、ドライブレコーダーを支給し、「動く防犯

カメラ」による犯罪抑止を図ります。 

○ 住民自治協議会や自治会をはじめとした地域、学校、松阪市自主防犯パトロール団

体と連携し、「子どもを守る家」の軒数を増やし、視覚からの犯罪抑止を図り、こど

もが安心して生活できる環境の強化を推進します。通学路等において、こどもに危険

が及ばないように活動している地域の防犯パトロール団体などの活動を支援します。

また、市職員による青色防犯パトロールについても、引き続き実施し、不審者等から

こどもの安全確保を図ります。 

○ 防犯灯については、住民自治協議会や自治会などの地域の協力のもと、また、街灯

については、地域から要望が提出された場合は道路管理者に要請し、夜間でも明るい

まちの実現を図り犯罪抑止を推進します。 

○ 振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺被害を抑止するため、市民に身近な啓発を実

施していきます。特に高齢者が被害に遭うケースが多く被害額も高額になることが多

いため、出前講座の開催やイベントでの街頭啓発活動などで、身近に起こる犯罪であ

ることを理解してもらうための啓発を推進します。 

○ 「地域ふれあいタウンウォッチング」については、引き続き実施します。交通安全・

防犯・防災についての理解を進め、児童だけでなく、地域や学校、行政が一体となっ

て取り組み、安全・安心なまちづくりのための意識向上を目指します。 

 

③ 推進主体 

市(地域安全対策課、学校支援課)・学校・松阪警察署・ 

地域(住民自治協議会や自治会等)・事業所・道路管理者 

 

 
（３）犯罪被害者支援の推進 

① 主な取組 

○ 犯罪被害者支援窓口（※１４）による各種手続きのワンストップ化、関係機関への

連絡などにより、利用者の負担軽減を図ります。 

○ 平成３１年４月に「松阪市犯罪被害者等支援要綱」、「松阪市犯罪被害者等日常生活

支援事業実施要綱」を制定し、配食サービス事業、居宅特殊清掃事業を制度化し、支

援体制を整えました。令和５年度からは制度の拡充も図っており、今後も、犯罪被害
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者に対する支援については、市として実施すべき支援策を推進していきます。 

○ 「犯罪被害者支援窓口」、「松阪市犯罪被害者等日常生活支援事業」の制度の周知、

「みえ犯罪被害者総合支援センター」での活動内容、どのような相談を受けられるか

等のＰＲを、市広報、ホームページ、松阪ナビ等で行っていきます。 

 

② 概  要 

松阪市の刑法犯認知件数は、平成１４年をピークに減少していましたが、令和５年

に増加に転じました。近年では【闇バイト】と称したＳＮＳを介しての犯罪が増加し

ており、またＳＮＳ内での誹謗中傷なども後を絶ちません。 

犯罪被害者等は、かけがえのない生命や健康、財産を奪われるといった直接的な被害

に加え、周囲からの配慮に欠けた対応による精神的被害を受けたりすることもありま

す。また、さまざまな手続きに係る時間や労力などの身体的及び精神的負担や経済的

な損失など、副次的な被害が生じることも少なくありません。被害後に生じる様々な

問題に苦しめられます。このような問題は、総じて「二次的被害」といわれています。 

誰もが犯罪の被害者となる可能性がある今日、犯罪防止や犯罪被害者等のための

様々な取組や支援を推進することが、犯罪被害者等の権利利益の保護・回復につなが

ります。 

松阪市では、平成３０年９月に「犯罪被害者支援窓口」を設立しました。また、平

成３１年４月に【松阪市犯罪被害者等支援要綱】、【松阪市犯罪被害者等日常生活支援

事業実施要綱】を定め、市として取り組むべき、「食」と「住」の部分における支援を

実施することにより、犯罪被害者等の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図ってい

ます。また、令和５年度からは、家事補助、一時保育、住居の転居及び家賃の費用補

助を追加し、制度の拡充を図っています。 

犯罪被害者やその家族の方は、犯罪による生命、身体等への直接的な被害だけでな

く、精神的ショックによる心身の不調や経済的負担など、さまざまな問題に直面しま

す。松阪市としては、犯罪被害者等が抱える問題や負担軽減を図るため、今後も制度

の充実に努めていきます。 

 

③ 推進主体 

市（地域安全対策課、戸籍住民課、保険年金課、高齢者支援課ほか）・学校・ 

松阪警察署・みえ犯罪被害者総合支援センター・地域（住民自治協議会や自治会等） 
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新型コロナウイルス感染症の流行は社会に大きな影響を与え、流行が収束に向かい始

めた頃には、国家間の紛争による世界情勢の不安が発生しました。その結果、物価上昇が

続き、生活が困難となる状況がもたらされています。 

また、少子高齢化が進み続け、日本はこれまでに経験したことのない超高齢社会に突入

しています。松阪市における各年の交通事故死者は、６５歳以上の方が約５割を占める状

況が続いており、人口１０万人当たりの死者数では、ワースト上位に位置することが多く、

非常に厳しい交通情勢になっています。 

防犯対策では、松阪市における犯罪認知件数については、長きに渡り減少傾向が続いて

いましたが、令和５年に増加へ転じました。【特殊詐欺】は、高齢者の被害が多いですが、

手口の巧妙化・多様化が進んでおり、どの年代においても被害が拡大している状況となっ

ています。また、【ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺】の被害が特殊詐欺以上に拡大しており、

年齢に関係なく被害額も大きくなっており、深刻な社会問題となっています。 

日常生活を安全で安心におくることは、こどもから高齢者まで全ての市民の願いであ

り、交通事故や犯罪のないまちづくりは、市民が安全で安心に過ごすための基本です。 

松阪市では、平成２８年３月に「松阪市 安全で安心なまちづくりの推進に関する行動

計画 第一期」を、その後「第二期」「第三期」を策定し、年度ごとに目標の達成状況を

確認しつつ協議を重ねる中で、取組を進めてきました。 

今回策定した「第四期」では、第三期と同様に交通安全対策と防犯対策の２分野におい

て、現状と課題や行動計画の指標、具体的な行動等について取りまとめたものです。 

松阪市民が安全で安心に暮らせるまちづくりを実現するため、地域、行政、関係団体、

事業所が連携をして、各種取組を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

第６章  おわりに 
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１ 松阪市安全・安心施策推進協議会 委員名簿（敬称略 委員は五十音順） 

役 職 氏    名 団体・機関名 役職名等 

会長 山 川  良 樹 松阪中央住民協議会 会 長 

副会長 水 谷  勝 美 松阪市住民自治協議会連合会 会 長 

オブザーバー 山 路  克 文 伊勢保健衛生専門学校 非常勤講師 

委員 井 川   東 松阪市青少年育成市民会議  副会長 

委員 井 村   彰 松阪商工会議所 事務局次長 

委員 塩 谷  明 美 NPO 法人松阪子ども NPO センター 理事長 

委員 大 辻  結 花 松阪市小中学校長会 学校長 

委員 大 西  加奈子 松阪市社会福祉協議会 福祉のまちづくり課 係 長 

委員 角 谷  忠 夫 第二地区まちづくり協議会 総務部会長 

委員 久 米   徹 松阪保健所 副所長兼室長 

委員 小 林  正 則 松阪市民生委員児童委員協議会連合会 副会長 

委員 新    益 美 松阪警察署 生活安全課長 

委員 瀬 田  佳 代 松阪地区交通安全協会 事務局長 

委員 田 島   浩 松阪地区生活安全協会 事務局長 

委員 田 所   桂 あさみ住民自治協議会 防災部会長 

委員 長 井  俊 明 第四地区住民協議会 交通・防犯部会長 

委員 中 尾   悟 幸まちづくり協議会 安全防災部会長 

委員 西 川  俊 朗 三重県立学校長会 松阪地区 会 長 

委員 花 澤  正 美 中郷まちづくり協議会 会 長 

委員  林     勝 松阪警察署 交通第一課長 

委員 平 岡  直 人 松阪地区医師会 会 長 

委員 村 田   学 松阪地区広域消防組合 参事官兼総務課長 

 

 

 

資料編 
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２ 松阪市市民生活安全・安心防犯条例 

近年、強盗、殺人事件等の凶悪犯罪から粗暴犯、窃盗犯罪（空き巣、自動車盗、自販機荒らし、ひっ

たくり等）等の市民生活を脅かす身近な犯罪や悪質な訪問販売、電話勧誘等が増加の傾向にあり、市民

の暮らしに大きな不安をもたらしている。 

この不安を取り除き市民が安全で安心できる平穏な生活を享受し、さらには未来を担う子どもたち

が、健全に育つ良質な社会環境を維持し創造していくことが求められている。そのためには、松阪市の

みならず、市域で社会活動や事業を営むものすべてが、人権の擁護に配慮しつつ、それぞれの責務・役

割を尊重し共有することで、人びとが安心して暮らすことのできる犯罪のない、良好なコミュニティ社

会の形成に努めなければならない。そして市民の相互扶助の精神に根ざした市民自らによる活動や対策

を実施していくことが重要であると考える。 

犯罪のない『安全・安心な松阪（まち）づくり』に向け基本理念を明らかにするとともに、すべての

人びとが安全で安心して暮らすことのできる松阪市を創造するため、ここに条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、地域における犯罪等を未然に防止するため、松阪市（以下「市」という。）、市

民及び事業者が果たすべき責務を明らかにするとともに、市民の安全・安心の確保に関する施策（以

下「生活安全施策」という。）を総合的かつ計画的に推進することにより、市民が安心して生活し、

又は市への来訪者が安心して滞在することができる『安全・安心な松阪（まち）づくり』の実現を図

ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(１) 市民とは、市内に住所又は生活又は活動の拠点を置く者、滞在者等をいう。 

(２) 事業者とは、市内で事業を営む個人、法人又は団体をいう。 

（市の責務） 

第３条 市は、市民が安心して生活し、又は滞在することができるよう、次に掲げる生活安全施策を実

施するよう努めなければならない。 

(１) 『安全・安心な松阪（まち）づくり』を進めるために必要な知識の普及、情報の提供その他啓

発活動の推進に関すること。 

(２) 警察機関をはじめとする関係行政機関や関係団体及び市民との緊密な連携に関すること。 

(３) その他『安全・安心な松阪（まち）づくり』を達成するために必要な事項に関すること。 

２ 施策の計画、実施にあたっては、第７条に規定する市民生活安全・安心施策推進協議会において協

議を行うものとする。 

３ 市は、公正な職務の遂行を損なう行為又は市民生活を脅かす行為若しくは暴力等社会常識を逸脱し

た手段により要求の実現を図ろうとするすべての行為に対して、毅然とした対応をするために、警察

等関係行政機関との連携を図るものとする。 

（市民の責務） 

第４条 市民は、自らの安全を確保するために次に掲げる措置を講じるとともに、地域の安全に関する

活動に取り組み、市が実施する『安全・安心な松阪（まち）づくり』に協力するよう努めなければな
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らない。 

(１) 常に安全・安心に関する意識の高揚と情報の収集に努めること。 

(２) 犯罪の発生を未然に防ぐため、日常生活の安全を確保すること。 

(３) 市民が相互に協力して自主的な地域安全活動を推進すること。 

２ 前項に規定するもののほか、何人も犯罪行為に遭遇した場合、速やかに警察機関へ通報すること。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、事業活動を行うに当たって犯罪等の発生を防止するために次に掲げる措置を講じる

とともに、市が実施する第３条に規定する施策に協力するよう努めなければならない。 

(１) 事業に伴う管理所有物等を適正に管理すること。 

(２) 地域安全活動に積極的に参加及び貢献すること。 

(３) 従業者に対して地域安全運動、研修会等への参加の機会を提供すること。 

(４) 住宅、商業施設等の建設及び分譲に当たっては、当該区域内での防犯上の安全対策を講じるこ

とに努めるとともに、市、警察等関係行政機関の施策と整合性を図ること。 

（基本計画） 

第６条 市長は、生活安全施策を総合的かつ計画的に推進するため、市民の安全・安心の確保に関する

基本的な計画（以下「生活安全・安心基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 市長は、生活安全・安心基本計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ市民生活安

全・安心施策推進協議会の意見を聴かなければならない。 

３ 市長は、生活安全・安心基本計画を定め、又は変更したときは、速やかにこれを公表しなければな

らない。 

（市民生活安全・安心施策推進協議会の設置） 

第７条 第１条に掲げる『安全・安心な松阪（まち）づくり』を目指し、その実現のために、市、市

民、事業者及び警察等関係行政機関その他関係団体が、相互に連携及び協力し、各種の施策を円滑か

つ総合的に推進するため、市民生活安全・安心施策推進協議会（以下「協議会」という。）を設置す

る。 

２ 市、市民及び事業者等は、地域社会の安全・安心を達成するため、協議会で協議、決定された施策

の実施と実現に関して、それぞれの責務に努めることとする。 

（委任） 

第 8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、平成 17 年１月１日から施行する。 
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３ 松阪市交通安全条例 

（目的） 

第１条 この条例は、松阪市（以下「市」という。）における交通安全の確保に関する施策の基本を定

めることにより、市民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。  

（基本理念） 

第２条 交通安全の確保は、市民の安全で快適な生活の実現の基本であり、交通事故及びこれによる死

傷者を根絶するため、現在及び将来にわたって維持されなければならない。  

（市の責務） 

第３条 市は、市内に居住し、若しくは滞在し、又は通過する者（以下「市民等」という。）の生命、身

体及び財産を保護するため、交通安全意識の高揚、道路交通環境整備等交通安全の確保に関する施策

の総合的かつ計画的な推進を図るよう努めるものとする。 

（市民等の責務） 

第４条 市民等は、交通に関する諸法令を遵守するとともに、市、その他関係行政機関及び交通関係団

体（以下「関係機関等」という。）が実施する啓発等交通安全活動に協力し、日常生活を通じて自主

的に交通安全の確保に努めなければならない。  

（交通安全教育の推進） 

第５条 市長は、市民等の交通安全意識の高揚を図るため、対象者及び地域の実情等に応じた交通安全

教育を推進するものとする。  

（広報啓発活動） 

第６条 市長は、市民等に対し交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報の提供

に努めるものとする。 

（交通安全用具の普及） 

第７条 市長は、幼児、児童、高齢者その他の交通弱者に対する交通安全を確保するため、反射器材、

年少者用補助乗車装置その他の交通安全用具の普及に努めるものとする。  

（松阪市交通安全の日） 

第８条 市民等の間に交通安全についての関心と理解を深め、交通安全意識の向上を促進するため、松

阪市交通安全の日を設ける。 

２ 松阪市交通安全の日は、毎月 11 日とする。ただし、当該日が松阪市の休日を定める条例（平成 17

年松阪市条例第２号）第１条第１項第１号及び第２号に規定する市の休日に当たる場合は、その翌日

とする。 

３ 市及び関係機関等は、松阪市交通安全の日には、広報啓発活動等の実施に努めるものとする。  

（関係機関等への要請） 

第９条 市長は、交通安全の確保を図るため必要があると認めるときは、関係機関等に対し必要な措置

を講ずるよう要請するものとする。 

（交通死亡事故等発生時の措置） 

第 10 条 市長は、交通死亡事故が発生したとき、又は特定の区間若しくは特定の地域に集中的に交通事

故が発生したときは、現地調査を実施し、関係機関等と協議して総合的な交通事故防止対策を講ずる

ものとする。 
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２ 市長は、交通死亡事故が連続して発生したときは、必要に応じ交通死亡事故多発警報又は交通死亡

事故多発非常事態宣言を発令し、市民ぐるみの総合的な交通死亡事故の防止活動を推進するものとす

る。 

（関係機関等との協力等） 

第 11 条 市長は、この条例の目的を達成するため、関係機関等と協力するとともに、その活動に対し必

要な支援を行うものとする。  

（顕彰） 

第 12 条 市長は、交通安全の確保について功労のあった団体又は個人を顕彰することができる。  

（委任） 

第 13 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。  

附 則 

この条例は、平成 17 年１月１日から施行する。 
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４ 松阪市交通指導員設置要綱 

（目的） 

第 1条 この要綱は、本市における学童園児をはじめ、住民の安全な通行に資するため、交通指導員

（以下「指導員」という。）の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（委嘱） 

第 2条 指導員は、次の各号に該当する要件をみたしているもののうちから、市長が１年以内の期間を

定めて委嘱するものとし、再任を妨げない。 

(1) 本市に居住し、年令２０歳以上であること。 

(2) 地域の交通の状況についての知識を有し、人格及び行動について、社会的信望を有すること。 

(3) 活動に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。 

(4) 健康で活動力を有すること。 

（地位） 

第 3条 指導員は、非常勤の名誉職とする。 

（活動内容） 

第 4条 指導員は、次に掲げる活動を行なう。 

(1) 交差点、横断歩道等において、学童、園児、一般歩行者に対する安全な通行のための合図及び

誘導 

(2) 交通安全に関する広報 

(3) 交通安全思想の普及 

(4) その他交通の安全と円滑に関し、特に必要と認めること。 

（活動上の注意） 

第 5条 活動にあたっては、次に掲げることに注意する。 

(1) 交通法令その他法規を遵守すること。 

(2) 活動中取り扱った特異事項については、その都度報告すること。 

(3) 服装は端正に保ち、言語、態度は指導員としての品位の保持に努めること。 

（報酬及び費用弁償） 

第 6条 指導員の活動は無報酬とし、研修及び訓練等への参加も無償とする。 

（災害補償） 

第 7条 指導員が、定められた活動内容に従事中罹災したときは、議会の議員その他非常勤の職員の公

務災害補償等に関する条例（平成１７年松阪市条例第４８号）の規定を準用する。 

（貸与品） 

第 8条 指導員に対しては、別に定める制服及び携帯品を貸与する。 

２ 指導員は、指導員でなくなった場合において貸与期間の満了していない貸与品があるときは、これ

を返納しなければならない。 

（研修） 

第 9条 指導員が資質向上するために、市長は県および警察機関その他交通安全推進機関等と協議のう

え、必要な研修及び訓練をおこなわなければならない。 

 (表彰) 
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第 10 条 指導員として、3 年以上委嘱されて、その後退任された指導員については、市長より感謝状

を贈呈する。 

（その他） 

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。 

附 則 

この告示は、平成 17 年１月１日から施行する。 

附 則（平成 17 年 3 月 23 日告示第 218 号） 

この告示は、公表の日から施行する。  
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５ 松阪市交通安全サポート事業所登録制度実施要綱 

（趣旨） 

第 1条 この要綱は、市民の交通安全を確保し「安全・安心な松阪（まち）づくり」を促進することを

目的として、自主的に交通安全活動を実施する企業、事業所又は団体（以下「事業所等」という。）

を松阪市交通安全サポート事業所（以下「サポート事業所」という。）として登録することに関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（登録の対象） 

第 2条 登録の対象となるものは、松阪市内において、おおむね 5人以上の従業員、構成員等（以下

「従業員等」という。）を有する事業所等で、次に掲げる事項に取り組むものとする。 

(1) 事業所等の従業員等の交通安全意識の高揚を図る活動とともに、広く市民のための交通安全活

動を継続的に実施すること。 

(2) 市、警察等の関係機関が実施する施策に対し積極的な協力及び連携を図ること。 

（登録期間） 

第 3条 登録期間は、登録の日から当該登録の日の属する年度の 3月 31 日までとする。ただし、登録

期間の末日までにサポート事業所から登録の取消しの申出がない場合は、当該登録は更に 1 年間更新

されるものとする。 

（支援等） 

第 4条 市長は、サポート事業所に対して、次に掲げる支援等を行うものとする。 

(1) 交通安全に関する情報の提供 

(2) 交通安全に関する教育教材の貸出し 

(3) 市ホームページ、各種広報媒体等における活動内容の紹介 

(4) 交通安全活動の功績が特に顕著であると認められるサポート事業所の表彰 

(5) サポート事業所の製品、印刷物、看板等への「松阪市交通安全サポート事業所」表示の承認 

(6) 前号に掲げるもののほか、サポート事業所から名入り啓発物品等の提供があった場合は、市が

実施する啓発活動における当該啓発物品等の配布 

（登録手続） 

第 5条 登録の申請をしようとする事業所等は、松阪市交通安全サポート事業所登録申請書（様式第 1

号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があった場合は、登録の可否について審査し、登録することを決定したときは

松阪市交通安全サポート事業所登録証（様式第 2号。以下「登録証」という。）を申請者に交付し、

登録しないことを決定したときは申請者に文書で通知するものとする。 

（登録事項の変更） 

第 6条 サポート事業所は、登録事項に変更があった場合は、速やかに松阪市交通安全サポート事業所

登録事項変更届出書（様式第 3号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の届出があった場合は、登録事項を変更するものとする。 

（登録の取消し等） 

第 7条 登録の取消しをしようとするサポート事業所は、松阪市交通安全サポート事業所登録取消申出

書（様式第 4号）に登録証を添えて市長に提出しなければならない。 
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２ 市長は、前項の申出があった場合は、登録を取り消すものとする。 

３ 市長は、サポート事業所が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を抹消することができる。 

(1) 登録事項に偽りがあった場合 

(2) この要綱に定める要件を満たさなくなったと認められる場合 

(3) その他市長がサポート事業所としてふさわしくないと判断した場合 

４ 市長は、前項の規定により登録を抹消した場合は当該登録を抹消したサポート事業所に文書で通知

するものとし、通知を受けた事業所等は、登録証を速やかに市長に返還しなければならない。 

（活動実績の報告） 

第 8条 サポート事業所は、当該サポート事業所における 1 年間の活動実績について、毎年度 4月末日

までに、松阪市交通安全サポート事業所活動報告書（様式第 5号）により市長に報告しなければなら

ない。 

（活動実態の調査） 

第 9条 市長は、前条の規定に加えて、サポート事業所の活動実態を把握するため必要と認める場合

は、当該サポート事業所に対し、交通安全活動の内容詳細について調査することできる。 

２ サポート事業所は、前項の調査があった場合は、様式第 5号を用いて市長に報告するものとする。 

（事務局） 

第 10 条 松阪市交通安全サポート事業所登録制度に関する事務局は、松阪市環境生活部地域安全対策

課に置く。 

（その他） 

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 
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６ 松阪市安全・安心施策推進協議会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、松阪市市民生活安全・安心防犯条例（平成 17 年松阪市条例第 231 号）第７条の

規定に基づき、松阪市安全・安心施策推進協議会（以下「協議会」という。）の組織及び運営につい

て必要な事項を定めることを目的とする。 

（委員） 

第２条 協議会の委員は、30 人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。 

(１) 安全・安心のための地域活動を行う団体の代表者又は構成員 

(２) 地域の安全・安心の確保に関し識見を有する者 

(３) 保健、福祉及び医療関係者 

(４) 教育関係者 

(５) 関係行政機関の職員 

(６) 市職員 

(７) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

（任期） 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 公職の故をもって委員となった者の任期は、その職にある期間とする。 

３ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（協議事項） 

第４条 協議会は、市民安全安心事業に関し、次に掲げる事項を協議する。 

(１) 市が定めようとする生活安全・安心基本計画に関すること。 

(２) 安全・安心な松阪（まち）づくりに関する知識の普及及び啓発に関すること。 

(３) 地域社会の安全・安心を達成するため、施策の構築と実現に努めること。 

(４) その他協議会の目的達成に必要なこと。 

２ 協議会は、安全・安心施策を円滑かつ総合的に推進するため、市長に対して意見を述べることがで

きる。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

（議事） 

第６条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、その会議の議長となる。 

２ 協議会は、委員の２分の１以上の出席がなければ開くことができない。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、地域安全対策課において処理する。 

（報酬及び費用弁償） 

第８条 委員の報酬及び費用弁償は、松阪市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（平成

17 年松阪市条例第 53 号）の定めるところにより支給する。 
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（補則） 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、平成 17 年１月１日から施行する。 

附 則（平成 26 年３月 31 日規則第 38 号） 

この規則は、平成 26 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 27 年３月 31 日規則第 25 号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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７ 松阪市防犯カメラ設置補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、地域における自主的な防犯活動を推進するため、防犯対策の一環として自治会が

実施する防犯カメラの設置に係る経費の一部を補助することにより、防犯カメラの設置の推進を図

り、もって、安全・安心なまちづくりを推進することを目的とし、予算の範囲内で松阪市防犯カメラ

設置補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、松阪市補助金等交付規則（平成 17 年

松阪市規則第 63 号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において防犯カメラとは、専ら犯罪の予防を目的に常設されたカメラ本体及び録画装

置をいい、次に掲げる機能を有するものをいう。 

(１) 公道又は公道に面した公園等公共空間を撮影するためのもの 

(２) 夜間撮影が可能なもの 

(３) 24 時間録画可能なもの 

（補助金の交付対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、松阪市内の自治会（以下「自治会」という。）とす

る。ただし、１ 自治会につき同一年度の申請は１回限りとする。 

２ 自治会は、補助金の交付を受けるために、次に掲げる条件を備えていなければならない。 

(１) 防犯対策を主目的としたもの 

(２) 防犯カメラの設置について、地域住民の合意が得られていること 

(３) 防犯カメラの設置に当たり、設置しようとする土地及び構造物の所有者又は管理者等の同意又

は必要な許可を受けていること 

(４) 防犯カメラによる撮影について、当該撮影区域に公共用地以外の私有地の全部又は一部が含ま

れる場合、当該私有地の所有者等の同意が得られていること 

（補助対象経費） 

第４条 補助対象経費は、次に掲げるものとする。 

(１) 防犯カメラ購入費 

(２) 防犯カメラ設置工事費 

(３) 防犯カメラが設置してあることを周知するプレート等の費用(カメラ 1 台につき 3 枚を上限とす

る。) 

(４) その他設置に係る調査費用など 

２ 防犯カメラの使用に係る電気使用料や保守点検費用等の維持管理費は補助対象外とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、前条第１ 項各号に掲げる補助対象経費の合算額に２分の１の補助率を乗じて

得た額以内（当該金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）とし、１自治会当たり

10 万円を上限とする。 

（交付申請） 

第 6 条 補助金の交付を受けようとする自治会は、松阪市防犯カメラ設置補助金交付申請書（様式第 1

号。以下「申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて、設置事業に着手する前に市長に提出する
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ものとする。 

(１) 申請書（様式第 1号） 

(２) 防犯カメラ設置事業（変更）計画書（様式第 2 号） 

(３) 設置場所及び撮影方向を示した地図 

(４) 防犯カメラの購入及び設置に要する費用に係る見積書の写し 

(５) 地域承認証明書 （様式第 3号） 

(６) 設置同意願（様式第 4号）の写し又は設置に係る許可証等の写し 

(７) 撮影範囲に含まれることの同意願（様式第 5号）の写し 

(８) 防犯カメラ設置・運用規程 

(９) その他市長が必要と認めたもの 

（補助金の交付の決定及び通知） 

第７条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の

交付の決定をし、松阪市防犯カメラ設置補助金交付決定通知書（様式第 6 号）により自治会に通知す

るものとする。 

２ 市長は、補助金交付の目的を達成するため必要と認めたときは、交付の決定に際し条件を付するこ

とができる。 

３ 市長は、補助金を交付しない決定をしたときは、松阪市防犯カメラ設置補助金不交付決定通知書

（様式第 6 号の 2） により自治会に通知するものとする。 

（事業内容の変更等の申請） 

第８条 補助金の交付決定を受けた自治会は、補助事業の内容を変更（廃止及び中止を含む。以下「変

更等」という。）しようとするときは、変更等をする前に松阪市防犯カメラ設置補助金変更申請書

（様式第 7 号。以下「変更申請書」という。）に第６条各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、承

認を受けなければならない。ただし、変更のない書類についてはこの限りでない。 

（事業内容の変更等の承認） 

第９条 市長は、前条の変更申請書を受理したときは、変更等の内容を審査し、適当と認めたときは、

松阪市防犯カメラ設置補助金変更承認通知書（様式第 8 号）により、自治会に通知するものとする。 

（実績報告書の提出） 

第 10 条 補助金の交付決定を受けた自治会は、防犯カメラ設置工事完了の日から 3 0 日以内に、松阪

市防犯カメラ設置補助金実績報告書（様式第 9 号。以下「実績報告書」という。）に次に掲げる書類

を添えて市長に提出するものとする。 

(１) 収支精算書(様式第 10 号） 

(２) 請求書及び請求内訳並びに領収書の写し 

(３) 設置場所の現況が分かる完成（ 納品） 写真 

(４) 設置した防犯カメラにより撮影された画像データを印刷物として出力したもの 

(５) その他市長が必要と認めたもの 

（完了検査の実施及び補助金額の確定） 

第 11 条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、施工状況を確認するため、完了検査を実施す

るものとする。 
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２ 市長は、前項の完了検査により交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、

補助金額を確定し、松阪市防犯カメラ設置補助金額確定通知書（様式第 11 号）により自治会に通知

するものとする。 

（補助金の交付） 

第 12 条 自治会は、前条第 2 項の確定の通知を受けたときは、速やかに松阪市防犯カメラ補助金請求

書（様式第 12 号）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する請求書が提出されたときは、速やかに自治会に対して補助金を交付するも

のとする。 

(交付決定の取消し及び補助金の返還) 

第 13 条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部

又は一部を取り消すことができる。その場合において、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を

命ずることができる。 

(１) この要綱の規定に違反したとき。 

(２) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

(３) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（遵守事項） 

第 14 条 補助金の交付を受けた自治会は、次に掲げる事項を遵守するものとする。 

(１) 「三重県防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」及び松阪市防犯カメラの設置及び

運用に関する要綱（平成 30 年松阪市告示第 号）に従い適切な運用及び維持管理を行うこと。 

(２) 防犯カメラの稼働日から起算して５年間は、その設置及び運用を継続すること。ただし、市長

がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。 

(３) 防犯カメラの運用を継続している間は、防犯カメラ運用報告書（様式第 13 号）を毎年度ごと、

市長の定める時期までに提出すること。 

（財産処分の制限） 

第 15 条 補助金の交付を受けた自治会は、補助事業により取得した財産について、市長の承認を受け

ないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならな

い。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定める耐用年

数（同省令に定めのない財産にあっては市長が別に定める期間） を経過したときは、この限りでな

い。 

２ 自治会が市長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があったときは、市長は、その収入額

の全部又は一部を市に返納させることができる。 

（検査等） 

第 16 条 市長は、補助事業に関して必要があると認めるときは、自治会に対して必要な指示をし、報

告を求め、又は検査をすることができる。 

（終期等） 

第 17 条 この要綱に基づく補助制度の終期は、特別な事情がない限り、令和 9 年 3月 31 日とする。 

２ 前項に規定する終期が到来したときは、市は補助金交付について再検討し、継続又は廃止を決定す

るものとする。 
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３ 目的が達成された事業については、補助期間内であっても補助金の交付を終了するものとする。 

（書類の整備等） 

第 18 条 自治会は、この補助事業に係る関係種類を、当該補助事業の属する市の会計年度の翌年から

5 年間保管しなければならない。 

（雑則） 

第 19 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成 30 年 7 月 1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和 3 年 5月 1日から施行する。 

附 則（令和６年３月 27 日告示第 99 号） 

この要綱は、令和 6 年 4月 1日から施行する。 
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８ 松阪市特殊詐欺等被害防止機器購入補助金交付要綱 

（趣旨） 

第 1条 この要綱は、特殊詐欺等の犯罪被害を未然に防止するため、自動応答録音機能を有する特殊詐

欺等被害防止対策機器の購入に要した経費に対し、予算の範囲内において交付する松阪市特殊詐欺等

被害防止機器購入補助金に関し、松阪市補助金等交付規則(平成 17 年松阪市規則第 63 号)に定めるも

ののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第 2条 この要綱による補助金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(１) 市内に住所を有する、満 65 歳以上の者 

(２) 市税を滞納していない者 

（補助対象機器） 

第 3条 補助対象機器は、電話による特殊詐欺被害を未然に防ぐことを目的に製造されたもので、次の

各号のいずれかに該当するものとする。 

(１) 自動応答録音装置等を有する特殊詐欺被害防止対策の機能付電話 

(２) 固定電話に外部接続可能な自動応答録音機能を有する機器 

２ 補助金の交付対象機器は、１世帯につき 1 台に限るものとする。 

（補助金の額） 

第 4条 補助金の額は、対象機器に係る購入費及びその設置に直接要する費用の合計額（付随するサー

ビスの加入及び利用に要する費用等は含まない。）に 2分の 1 の補助率を乗じて得た額以内(その額に

100 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、8,000 円を限度とする。 

（補助金の交付申請、実績報告及び請求） 

第 5条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助対象機器の購入取付け

完了後、松阪市特殊詐欺等被害防止機器購入補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第 1号)

に、次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(１) 購入機器の機能が記載されたカタログ又は取扱説明書（写し） 

(２) 購入機器の購入額（取付けに要する費用を含む。)及び購入機器の品名が記載された領収書、又

は購入の事実を証する書面（写し） 

(３) その他市長が必要と認める書類 

２ 交付申請は、特殊詐欺等被害防止機器購入費補助金交付事業に係る実績報告書及び請求を兼ねるも

のとする。 

（補助金交付決定等） 

第 6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定

し、額の確定をするものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定し、額を確定したときは、松阪市特殊詐欺等被害防

止機器購入補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第 2 号)により、申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、第 1項の規定により不交付と決定したときには、松阪市特殊詐欺等被害防止機器購入補助

金不交付決定通知書（様式第 3号）により、申請者に通知するものとする。 

４ 市長は、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができ
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る。 

（補助金の取消し） 

第 7条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一

部を取り消すことができる。 

(１) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

(２) 補助金交付決定の内容又は市長が付した条件に違反したとき。 

(３) 市長が規定する期日までに前条の補助金の請求を行わないとき。 

(４) この要綱又は松阪市補助金等交付規則に違反したとき。 

(５) その他市長が不適当と認めるとき。 

（交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第 8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る

補助金を既に交付しているときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができ

る。 

（終期等） 

第 9条 この要綱に基づく補助制度の終期は、特別な事情がない限り、令和 9 年 3月 31 日とする。 

２ 前項に規定する終期が到来したときは、市は補助金交付について再検討し、継続又は廃止を決定

するものとする。 

３ 目的が達成された事業については、補助期間内であっても補助金の交付を終了するものとする。 

（調査への協力） 

第 10 条 補助金の交付を受けたものは、市長が対象機器の使用状況等について調査を行う場合はこれ

に協力しなければならない。 

（書類の整備等） 

第 11 条 申請者は、この補助事業に係る関係種類等を、当該補助事業の属する市の会計年度の翌年か

ら 5年間保管しなければならない。 

（雑則） 

第 12 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

この告示は、令和 3 年 4月 1日から施行する。 

附 則（令和６年３月 27 日告示第 98 号） 

この告示は、令和 6 年 4月 1日から施行する。 
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９ 松阪市犯罪被害者等支援要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、犯罪被害者等基本法（平成１６年法律第１６１号）に基づき、犯罪被害者等が受

けた被害の回復及び軽減に向けた取組を推進し、市民が安全に安心して暮らせる地域社会の実現に寄

与することを目的として行う犯罪被害者等の支援に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。 

(２) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。 

(３) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、風評、周囲の偏見や心ない言動、プライ

バシーの侵害、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関（報道を生業として行う

個人を含む。）による過度な取材により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、経

済的損失等の被害をいう。 

(４) 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から再び危害を加えられることをいう。 

(５) 民間支援団体 犯罪被害者等の支援を行う民間の団体をいう。 

(６) 関係機関等 国、三重県その他本市以外の地方公共団体、民間支援団体その他の犯罪被害者等

の支援に関係するものをいう。 

 （相談及び情報の提供等） 

第３条 市は、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助

言を行うとともに、庁内関係所管及び関係機関等との連絡及び犯罪被害者等が置かれている状況に応

じた支援のために必要な調整を行うものとする。 

２ 市は、犯罪被害者等の支援に関する相談窓口を設置するものとする。 

３ 前項に規定する窓口は、地域安全対策課に置く。 

 （基本的支援） 

第４条 市は、犯罪被害者等の置かれた状況を考慮して、次に掲げる支援を行うほか、関係機関等の施

策による犯罪被害者等への支援が適切に提供されるようにするものとする。 

(１) 犯罪被害者等が犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするために行う、適切な

保健医療サービス及び福祉サービスの提供に係る支援 

(２) 犯罪等の被害を受けたことにより従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等に対

して行う、居住の安定に係る支援 

(３) 犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図ることを目的として行う、経済的な助

成に関する情報の提供、助言その他の必要な支援 

(４) 犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な支援 

(５) 犯罪被害者等支援の充実を図ることを目的として行う、相談、助言、その他の犯罪被害者等支

援を担う人材を育成するための研修その他の必要な支援 

 （広報及び啓発） 

第５条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要

性等について市民の理解を深めるとともに、犯罪被害者等が二次的被害を被ることのないよう、広報
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活動及び啓発活動を行うものとする。 

 （民間支援団体との連携及び協力） 

第６条 市は、犯罪被害者等の支援において民間支援団体が果たす役割の重要性に鑑み、その活動の促

進を図るため、情報の提供等必要な連携及び協力を行うものとする。 

 （犯罪被害者等の支援を行わないことができる場合） 

第 7条 市は、犯罪被害者等の被害が自らの行為に起因したものである場合又は犯罪被害者等が犯罪等

を誘発した場合であって、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認めるときは、

支援を行わないことができる。 

 （その他） 

第 8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則(令和 5年 4月 1日告示第 224 号) 

この告示は、公表の日から施行する。 
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10 松阪市犯罪被害者等日常生活支援事業実施要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、犯罪等により被害を被った犯罪被害者等に対し、犯罪被害者等が受けた被害の軽

減及び回復に資することを目的に、日常生活支援事業を実施するための必要な事項を定めるものとす

る。 

 （定義） 

第２条  

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。 

(２) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の

生命又は身体を害する罪に当たる行為（刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 37 条第１項本文、第

39 条第１項又は第 41 条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第 35 条又は第 36

条第１項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。）をいう。 

(３) 犯罪被害者等 犯罪行為により死亡又は重傷病等の被害を被った者及びその家族又は遺族をい

う。 

(４) 重傷病等 医師の診断により、療養の期間が１か月以上で、かつ、入院３日以上を要する負傷

又は疾病をいう。 

(５) 特殊清掃 屋内外の汚染除去、血液除去、感染症予防のための消毒など原状回復や原状復旧を

行うサービスをいう。 

 （事業内容） 

第３条 市長は、犯罪被害者等が再び平穏な日常生活又は社会生活を回復するために必要な、次に掲

げる事業を行うものとする。 

(１) 配食サービス助成事業 

(２) 居宅特殊清掃助成事業 

(３) 家事援助助成事業 

(４) 一時保育助成事業 

(５) 転居助成事業 

(６) 家賃助成事業 

第４条 削除 

 （対象者等） 

第５条 事業の対象者（以下「利用者」という。）は、犯罪被害者が重傷病等の被害を被った場合に

あっては、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われたときにおいて、松阪市に住所を有する

犯罪被害者又は家族とし、犯罪被害者が死亡した場合にあっては、当該犯罪被害の原因となった犯

罪行為が行われたときにおいて、松阪市に住所を有する遺族とし、警察等への照会等により被害事

実が客観的に確認でき、かつ市長が真に必要と認めるものとする。 

２ 助成金の給付の対象となる遺族は、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われたときにおい

て、次の各号のいずれかに該当し、市長が真に必要と認めた者とする。 

(１) 犯罪被害者の配偶者（婚姻届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者
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（婚姻の意志及びこれに基づく共同生活の実態がある者をいい、異性間、同性間であることを問

わない。）を含む。） 

(２) 犯罪被害者の収入によって、生計を維持していた世帯における、当該犯罪被害者の子、父

母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 

(３) 犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前号に該当しない者 

３ 犯罪被害者の死亡当時胎児であった子が、その後出生した場合における前項の規定の適用について

は、その子は、その母が犯罪被害者の死亡当時当該犯罪被害者の収入によって、生計を維持していた

場合にあっては、同項第２号に掲げるものと、その他の場合にあっては、同項第３号に掲げるものと

みなす。 

４ 助成の給付を受ける遺族の順位は、第２項第１号から第３号の順序とし、同項第２号及び第３号に

掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位とする。この場合において、父母につい

ては、養父母が実父母に優先するものとする。ただし、第１順位遺族が当該事業の申請をしない場

合、第２順位以降の遺族は、当該事業の申請をすることができない。 

 （配食サービス助成事業） 

第６条 市長は、犯罪被害者等の自宅等への食事を配達する際の費用の一部として、配食サービス助成

（以下「配食助成」という。）を次の内容により行うものとする。 

(１) 配食助成は、毎日１回とし、１回当たりの費用は、配達料を含み 1,000 円（税込）を上限とす

る。 

(２) 配食助成利用期間は、原則 30 日以内とする。ただし、特段の事情が生じた場合はこの限りで

ない。 

(３) 助成を受けることができる配食サービス費用は、犯罪行為が行われた日から６か月以内に要し

た費用に限る。 

 （居宅特殊清掃助成事業） 

第７条 市長は、犯罪被害現場となった居室等の特殊清掃を行う際の費用の一部として、居宅特殊清掃

助成（以下「清掃助成」という。）を行うものとする。 

(１) 清掃助成の対象となる費用は、400,000 円（税込）を上限とする。 

(２) 清掃助成を受けることができる居宅特殊清掃費用は、警察機関が行う捜査上、犯罪現場の保存

の必要性を欠くようになってから 30 日以内に要した費用に限る。 

２ 清掃助成の対象となる居室等は、次に掲げるものとする。 

(１) 犯罪被害現場となった対象者の住居が松阪市内にあり、生活の本拠地と認められる場所である

こと。 

(２) 清掃助成の対象となる居室は、原則１室とする。ただし、清掃箇所が複数に渡る場合は、清掃

助成費用の上限の範囲内で対応することができるものとする。 

(３) 持家又は借家の別は問わない。 

 （家事援助助成事業） 

第８条 市長は、犯罪被害者等が次に掲げる家事援助を事業者から受けるために要する費用の一部とし

て、家事援助の助成（以下「家事援助助成」という。）を行うものとする。 

(１) 調理 
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(２) 洗濯 

(３) 住居の掃除及び整理整頓 

(４) 生活必需品の買物 

(５) 通院等の介助 

(６) その他市長が必要と認めるもの 

２ 前項各号に掲げる家事援助助成は、家事援助に係るサービスを提供する事業者が派遣するヘルパー

等により、犯罪被害者等の居宅において実施されるものとする。ただし、前項第４号及び第５号に掲

げる家事援助に係る家事援助助成ついては、この限りでない。 

３ 家事援助助成の額は、第１項に規定する費用の総額とし、１時間当たり 3,000 円（税込）を限度と

する。 

４ 家事援助助成は、１時間を単位とし、当該時間の合計は 30 時間以内とする。この場合において、

１時間に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

５ 助成を受けることができる家事援助費用は、犯罪行為が行われた日から、６か月以内に要した費用

に限る。 

 （一時保育助成事業） 

第９条 市長は、犯罪被害者等が一時保育の利用に要する費用の一部として、一時保育助成（以下「一

時保育助成」という。）を行うものとする。 

２ 一時保育助成の対象となる費用は、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第６条の３第３項の子

育て短期支援事業、同条第７項の一時預かり事業又は同条第 14 項の子育て援助活動支援事業の利用

に要した費用とする。 

３ 一時保育助成の額は、前項に規定する費用のうち、１日当たり 3,000 円（税込）を限度とし、５日

以内の利用とする。 

４ 助成を受けることができる一時保育費用は、犯罪行為が行われた日から６か月以内に要した費用に

限る。 

 （転居助成事業） 

第 10 条 市長は、犯罪被害者等が次の各号のいずれかに該当するときは、転居するために要した費用

の一部として、転居助成を行うものとする。 

(１) 従前の住居又はその付近において犯罪行為にあったために、当該住居に居住し続けることが困

難になったとき。 

(２) 犯罪行為により住居が滅失し、又は著しく破損したために居住できなくなったとき。 

(３) 二次被害（犯罪等による直接的な被害を受けた後に、風評、周囲の偏見や心ない言動、プライ

バシーの侵害、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関（報道を生業として行う個人

を含む。）による過度な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、経済的

損失等の被害をいう。）を受けたとき、又は再被害（犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から再び

危害を加えられることをいう。）を受ける可能性のあるとき。 

(４) その他市長が必要と認めるとき。 

２ 転居助成の対象となる費用は、次に掲げる費用とする。 

(１) 家具等の搬送に要する費用及び荷造り等の費用 
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(２) 新たな住居に入居する際に要する敷金、礼金、仲介手数料、火災保険料、保証料 

(３) その他市長が必要と認める費用 

３ 転居助成は、一の犯罪行為について、200,000 円（税込）を限度額とし、転居費用の合計額に相当

する額とする。 

４ 助成の対象となる費用は、犯罪行為が行われた日以後、最初の転居に要した費用であって、同日か

ら１年以内に要した費用に限る。 

 （家賃助成事業） 

第 11 条 市長は、前条第１項のいずれかに該当するときは、犯罪被害者等が犯罪行為に起因して転居

した場合の新たな住居の家賃の一部として、家賃助成を次の内容により行うものとする。 

２ 家賃助成の対象となる費用は、次に掲げる費用とする。 

(１) 家賃助成は、１か月当たりの家賃の月額の２分の１に相当する額で、30,000 円（税込）を限

度とし、1,000 円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。 

(２) 助成を受けることができる家賃は、犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた日から 18 か

月以内、かつ、同日以後最初に転居した賃貸住宅に入居した日の属する月の翌月（その日が月の 

初日である場合は、当該入居した日の属する月）から６か月以内に発生した家賃（犯罪被害者等が

居住する住宅に係る賃料、使用料その他居住の対価として家主に支払う金銭をいい、その後、別の

賃貸住宅に転居した場合にあっては、当該転居後に居住する住宅に係るこれらの金銭を含む。以下

同じ。）とする。ただし、犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた日前から居住している賃貸

住宅から転居することができないやむを得ない事情があると市長が認めるときは、同日から 18 か

月以内、かつ、これを認めた日の属する月の翌日（その日が月の初日である場合は、当該認めた日

の属する月）から６か月以内に発生した家賃とする。 

 （申請） 

第 12 条 利用者は、犯罪被害者等日常生活支援事業助成申請書（様式第１号）に必要事項を記入のう

え、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長はこれらの書類につい

て、証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができ

る。 

(１) 犯罪被害申告書（様式第２号） 

(２) 助成の対象となる費用の支払を証明する領収書の写し又はこれに準ずる書類 

(３) 当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、松阪市に住所を有する者である

ことを証明できる書類。ただし、松阪市の住民基本台帳に記録されていないことについて、やむを

得ない事情があると市長が認めた者にあっては、その事情を証明することができる書類 

(４) 犯罪被害にあった事実を証明することができる書類 

(５) 次のア及びイに掲げる区分に応じ、当該ア及びイに定める書類 

ア 犯罪被害者が申請する場合 次に掲げる書類 

（ア） 負傷し、又は疾病にかかった日、入院日数及び負傷又は疾病の状態に関する医師又は歯科

医師の診断書その他の書類であって、当該負傷又は疾病が重傷病等に該当することが証明で

きる医師の診断書その他の書類。診断書には、受傷日、療養期間、入院日数及び傷病名が明

記されていること。 
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（イ） その他市長が必要と認める書類 

イ 遺族が申請する場合 次に掲げる書類 

（ア） 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月

日を証明することができる書類の写し 

（イ） 申請者の氏名及び犯罪被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書 

（ウ） 申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関

係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類（婚姻（パー

トナーシップの関係）の意志を確認できる書類、犯罪被害者及び申請を行う者の親族、友

人、隣人等の申述書、住民票の写し等） 

（エ） 申請者が配偶者以外の者であるときは、第１順位遺族であることを証明することができる

書類 

（オ） 申請者が犯罪被害者の収入により生計を維持していたときは、犯罪行為が行われた当時、

犯罪被害者の収入によって、生計を維持していた事実を認めることができる書類 

（カ） 助成を受けるべき遺族が２人以上ある場合にあっては、犯罪被害者等日常生活支援事業助

成代表者申出書（様式第３号） 

（キ） その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請は、申請を行うべき者が未成年者である場合又はやむを得ない事情により、

犯罪被害者等日常生活支援事業助成の申請ができない場合は、当該申請を行うべき者の法定代理人が

これを行うものとする。この場合において、当該法定代理人は、法定代理人であることを証明する書

類を提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による申請は、第６条、第８条及び第９条の規定による助成にあっては、犯罪被害が

行われた日から起算して１年を経過する日までに、第７条、第 10 条及び前条の規定による助成にあ

っては、犯罪被害が行われた日から起算して２年を経過する日までに行わなければならない。ただ

し、その期間内に申請しなかったことについて、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、こ

の限りでない。 

 （助成の決定） 

第 13 条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに審査し、助成することを決定した

場合は、犯罪被害者等日常生活支援事業助成決定通知書（様式第４号）により、申請者に通知すると

ともに当該決定に係る助成を行い、助成しないことを決定した場合は、犯罪被害者等日常生活支援事

業不支給決定通知書（様式第５号）により、申請者に通知するものとする。 

２ 支給の決定にあたっては、市長は必要に応じて関係機関への照会を行うことができる 

 （助成の制限） 

第 14 条 市長は、次の各号に該当すると認めるときは、犯罪被害者等に対する助成を制限することが

できる。 

(１) 市の他の施策により、助成金の支給対象となる費用の全部又は一部について、支給が行われた

とき。 

(２) 当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第１順位遺族と

加害者との間に、親族関係（事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。）があったとき。
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ただし、犯罪被害者が 18 歳未満の者を監護していた場合は、この限りでない。 

(３) 犯罪被害者等が犯罪行為を誘発し、又は容認したときその他当該犯罪被害につき、犯罪被害者

等にも、その責めに帰すべき行為があったとき。 

(４) 犯罪被害者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）

に定める暴力団員又は暴力団、暴力団員等に協力し、若しくは関与する等密接な関係を有する者

であったとき。 

(５) 前各号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、助成

を受けることが社会通念上適切でないと認められるとき。 

 （決定の取消し及び費用の返還） 

第 15 条 市長は、第 13 条の規定に基づく助成の決定を受けた者が、当該決定対象者に該当しなくなっ

た場合、不正な手続により当該決定を受けた場合又は前条の規定により犯罪被害者等に対する助成を

制限することとしたときは、当該決定を取り消すものとし、当該助成に要した額の範囲内において費

用の返還を求めることができる。 

 （その他） 

第 16 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則（令和５年４月１日告示第 225 号） 

この告示は、公表の日から施行する。 
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11 用 語 集 
用  語 説  明 

※１ 松阪市総合計画 

～和で結び みんなで 

築く 松阪市～ 

松阪市を将来どんなまちにしていくのかを思い描き、どのよう

なまちづくりをしていくかをまとめた市の最上位計画です。 

現行の計画期間は令和６年度～令和９年度です。 

※２ 市民意識調査 39 項目の施策について、「満足度」と「重要度」の観点から

どのように感じているかを聞き取り、市民が優先して求めて

いる「最重点項目」を分析したデータです。 

※３ 松阪市交通安全 

サポート事業所 

交通事故を減少させ市民の交通安全を確保するために、自主的

な交通安全活動をしていただいている事業所。関係機関や地域

住民と連携した交通安全活動を行うことで、ともに「安全・安

心な松阪（まち）づくり」を目指しています。 

※４ 松阪市交通指導員 学童、園児、一般歩行者に対して安全な通行のための合図及

び誘導を行ったり交通安全に関する広報活動を行います。 

必要な研修を受けている人が活動している非常勤の名誉職と

なります。 

※５ 横断歩道ハンド 

サインキャンペーン 

横断歩道横断時の自らの安全を守るための交通行動として、

「少し手を上げたりドライバーに顔を向けるなどして、横断す

る意思を明確に伝えること」、「安全を確認してから横断を始め

ること」、「横断中も周りに気を付けること」を促して、歩行者

の安全の確保を図ります。 

※６ まもってくれて 

ありがとう運動 

児童等が横断歩道を横断する際や横断後に、停止してくれた運

転者に対して「ありがとう」と伝えたり会釈したりしてお礼の

気持ちを表し、横断歩道が人優先であることを学び、横断歩道

でのルールとマナーについて自然に理解できる取組です。 

また、運転者にも「止まらなければ」という気持ち（歩行者保

護の気持ち）を起こさせ、安全運転意識の高揚と交通事故の減

少を図ることを目的としています。 

※７ 高齢ドライバー 

ドラレコ運転診断 

高齢者にドライブレコーダー装着の教習車を運転してもらい、

記録映像を確認して自身の運転を見直す機会とします。 

また自動車教習所の教習指導員からアドバイスを受けます。 

※８ 特殊詐欺 電話やハガキ等で親族や公共機関の職員等を名乗り被害者を

信じ込ませ、現金やキャッシュカードをだまし取る・医療費の

還付金が受け取れるなどと言って ATM を操作させ、犯人の口座

に送金させるような犯罪。様々な種類があります。具体例とし

てはオレオレ詐欺・還付金詐欺などがあります。 

※９ ＳＮＳ型投資・ 

ロマンス詐欺 

ＳＮＳ（インターネット上でつながって、コミュニケーション

を取るサービス）を通じて嘘の投資話を持ち掛ける、恋愛感情

を抱かせて金銭を搾取したりする詐欺のことです。 

※１０ 自主防犯 

パトロール団体 

住民自治協議会や自治会等、地域の防犯ボランティアによる自

主的な防犯パトロール活動を行う団体のことを言います。 

地域における犯罪抑止効果のほか、地域コミュニティの再生も

期待されています。 
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※１１ 青色回転灯 

防犯パトロール団体 

自主防犯パトロール団体のうち、青色の回転灯を装備した自動

車（青パト）を用いて防犯パトロールを行っている団体の名称

です。警察から認定を受けた団体は、自動車に青色回転灯を装

備してパトロールすることが認められています。 

※１２ 子どもを守る家 こどもの登下校や放課後に、連れ去りや付きまといなどの行為

による被害を未然に防ぎ、こどもを一時的に保護する緊急避難

所として登録された民家のことを言います。 

設置推進団体により、民家や店舗へ設置協力者としての協力を

お願いしています。 

※１３ 地域ふれあい 

タウンウォッチング 

地域の児童と保護者、地域住民、教職員、行政が一緒になっ

て学校周辺の危険箇所などについて考える場を設け、今後の

地域づくりのきっかけとなることを目的として、学校の授業

の場を活用して実施しています。また、児童に交通安全、防

犯、防災の視点を身につけてもらうことも目的としていま

す。（平成２７年度から開始） 

※１４ 犯罪被害者支援窓口 犯罪被害に遭われた方やそのご家族が、様々な悩みを相談する

ことができる窓口です。（平成 30 年 9 月開設） 

市役所で可能な手続き等のご案内や、支援を行っている関係機

関・団体等をご紹介し、各機関の支援内容等についてご案内す

るなどして、問題解決に向けた支援をしています。 
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